
大雨警報発表
雨量（国見108ミリ・国東82ミ
リ・武蔵46ミリ・安岐47ミリ）

　

　　
　
洪水警報発表
雨量（国見191ミリ・国東169ミ
リ・武蔵125ミリ・安岐122ミリ）　
土砂災害警戒情報発表
雨量（国見213ミリ・国東185ミ
リ・武蔵136ミリ・安岐133ミリ）

　
雨量（国見235ミリ・国東210ミ
リ・武蔵159ミリ・安岐152ミリ）

洪水警報解除　
土砂災害警戒情報解除

　西日本豪雨は、台風７号と梅雨前線によって西日本を
中心に全国各地に記録的な大雨をもたらしました。国東
市においても、大雨による土砂災害が発生し、国東町大
恩寺では、大規模な建物被害が発生しました。今後も台
風等により風水害が発生するおそれがあるため、今回の
国東市の対応と市民の皆さんがとった行動を検証し、今
後の災害対策に活かしていきたいと思います。

◆今回の被害状況
　道路被害 ７件（国見町 １件、国東町 ４件、武蔵町 ２件）　建物被害 １件（国東町 １件）
　土砂被害 ７件（国見町 ４件、国東町 ２件、武蔵町 １件）
◆国東市からのお願い
　これから台風が多く発生する時期に入ります。今回のような大雨によって、土砂災害や洪水等
が起こる可能性があります。自分の安全を確保するために、ハザードマップ等でご自宅付近の危
険箇所の把握や避難経路、避難場所を確認しておき、特に、自宅周辺に危険な箇所がある方は、
気象情報を確認し、早目の避難を心掛けましょう。また、９月２日に実施される国東市防災避難
訓練において、地区の役員や防災士の方と、実際に災害が起こった際にどのような行動をするべ
きなのか話し合いましょう。そして、国東市などから発信する情報を正しく理解し、自分の身を
守るための適正な行動を行えるようにしましょう。

７月６日
午前 ７時20分

午前 ７時30分　
午前11時30分

　
午後 １時30分

　
午後 ５時10分　
午後 ５時30分

　
午後 ６時30分

午後 ６時35分

午後 ７時　
午後 ７時29分

７月７日
午前 ９時13分　
午前10時20分　
午前10時30分

災害対策連絡室（一次体制）設置　
災害対策協議

（市長・副市長・総務課長・防災係長）　
災害対策協議

（総務課長・建設課長・農政課長・防災係長）　
災害警戒本部要員に自宅待機指示

災害対策本部室（三次体制）移行

国見町の第２次避難所の開設準備開始　
国見町全域に避難勧告発令
 
国見町の避難所へ水・食料・毛布などを配布

国見町全域の避難勧告を解除
２次避難所を閉鎖

国東市が発表する避難に
関する情報に注意し、必
要に応じて速やかに避難　

　　

　
自主避難所開設・避難が始まる
国見町
竹田津地区（２世帯 ２名）
国東町
浜崎地区（２世帯 ４名）
藁蓑地区（５世帯 ８名）
中村地区（５世帯 10名）
上治郎丸地区（１世帯 ３名）
武蔵町
古市地区（２世帯 ３名）
吉広地区（１世帯 １名）
計（18世帯　31名）

避難勧告による避難が始まる
竹田津地区（５世帯 ８名）
伊美地区（14世帯 38名）
熊毛地区（１世帯 １名）
計（20世帯 47名）

避難者の退去完了

自主避難するときは、
区長さんや市役所に
連絡しましょう

避難することと自宅で安全な
場所にいることのどちらが安
全か考えて行動しましょう

９月２日の防災避難訓練
では早期避難をテーマに
行います

気象庁の発表 国東市の対応 市民の皆さんの対応

※雨量は累加です

西 本豪雨 台風 号 梅雨前線 西 本を

西日本豪雨を検証する

【問合先】総務課 防災係　☎０９７８－７２－５１６０

国見複合庁舎の外構工事における
駐車場の利用について

　６月から行ってきた旧国見総合支所の解体工事が完了した後、９月から駐車場整備な
どの外構工事が始まりますので、利用できる駐車エリアが変わります。工期毎にご用意
する駐車エリアを、下記の来客駐車場位置図で確認していただき、ご利用ください。
　工事期間中、利用者の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力を
お願いします。

１期工事（平成30年９月～10月） ２期工事（平成30年10月～11月末）

【問合先】財政課 財産管理係　☎０９７８－７２－５１６５

【問合先】税務課 資産税係　☎０９７８－７２－５１５６

  家屋を新築・増築した場合

　家屋の新築・増築をした方は、地方税法第73条の18の規定により申

告または報告が必要ですので、税務課資産税係までご連絡ください。

ご連絡をいただいた後、固定資産の評価のために実地調査を行います。

　この調査は固定資産の評価額を算出するためのものです。家屋に使

用されている建築資材や仕上げなどを部屋ごとに調査します。

※「家屋」には、住宅だけでなく、倉庫・車庫・物置・店舗・工場・事務所なども含ま

れます。

  家屋を解体（一部解体含む）した場合

　家屋を解体した際に届出をしないままだと、引き続き固定資産税が課税されることが

あります。届出が済んでいない方は、「家屋滅失届」を提出してください。

家屋を「新築・増築・解体」された方はご連絡ください
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出入口駐車エリア

駐車エリア

工事エリア 工事エリア

工事エリア

１期工事中の来客駐車場位置図 ２期工事中の来客駐車場位置図
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